
1/25  

愛媛県食の安全安心の推進に関する計画中間見直し  新旧対照表（変更箇所は   で表示） 

改   定   後 改   定   前 

頁 内  容 頁 内  容 

１ 

 

１ これまでの取り組み 

  省略 

１ 

 

１ これまでの取り組み 

  省略 

２ 

 

 

 

 

 

３ 

 

 

 

２ 愛媛県食の安全安心推進条例の制定 

（１）条例の制定 

  省略 

（２）   食の安全安心推進体制 

省略 

 

○   食の安全安心推進体制 

 

愛媛県食の安全安心推進県民会議    

 

２ 

 

 

 

 

 

３ 

２ 愛媛県食の安全安心推進条例の制定 

（１）条例の制定 

  省略 

（２）新しい食の安全安心推進体制 

省略 

 

○新しい食の安全安心推進体制 

 

愛媛県食の安全安心推進県民会議（新規） 

 

４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画の位置付け 

（１）計画の趣旨 

  省略 

 

（２）計画の位置付け（他の計画等との関係） 

県では、愛媛県長期計画を策定し、様々な施策事業に取り

組んでいるところであり、当面４年間（平成２３年度～２６

年度）で必要な政策の方向性などを示したアクションプログ

ラム編においては、施策２９「消費者の安全確保と生活衛生

の向上」の中で、「食の安全・安心の確保」が主な取組みと

して位置付けられております。 

４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画の位置付け 

（１）計画の趣旨 

  省略 

 

（２）計画の位置付け（他の計画等との関係） 

県では、平成１２年に平成２２年を目標年次とする「第五

次愛媛県長期計画」（以下「長期計画」という。）を策定

し、様々な施策事業に取り組んでいるところであり、長期計

画の後期５年間のアクションプランである「後期実施計画」

において、「食の安全・安心対策の推進」が「優先施策」と

して位置付けられております。 
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改   定   後 改   定   前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本計画は、この「食の安全・安心の確保」に係る施策を総

合的に展開するために策定しているものであり、第２次愛媛

県食育推進計画、愛媛県食品衛生監視指導計画、えひめ農業

振興プラン２０１１、第４次愛媛県水産振興基本計画等の他

の計画等とも調和を図りながら実施するものです。 

 

（３）計画の期間、進行管理 

本計画の設定期間については、平成２２年度から平成２６

年度までの５年間としていますが、施行後３年目には中間的

な見直しを実施しました。また、食の安全安心をめぐる社会

情勢の変化等により、内容変更の必要が生じた場合には適宜

見直しを行うこととしています。 

なお、食の安全安心に関して講じた施策の実施状況につい

ては、条例第１０条に基づき、毎年度県議会に報告するとと

もに、県のホームページ等により広く県民へ公表します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本計画は、この「食の安全・安心対策の推進」に係る施策

を総合的に展開するために策定するものであり、愛媛県食育

推進計画、愛媛県食品衛生監視指導計画、愛媛県新農業ビジ

ョン、               等の他の計画等とも

調和を図りながら実施するものです。 

 

（３）計画の期間、進行管理 

本計画の設定期間については、平成２２年度から平成２６

年度までの５年間とします。ただし、施行後３年目を目途に

中間的な見直しを実施するほか、食の安全安心をめぐる社会

情勢の変化等により、内容変更の必要が生じた場合には適宜

見直しを行うこととします。 

また、食の安全安心に関して講じた施策の実施状況につい

ては、条例第１０条に基づき、毎年度県議会に報告するとと

もに、県のホームページ等により広く県民へ公表します。 

 

５ 

 

 

 

 

○計画の位置付け（一部改定後） 

 

新関係図 省略 

  ※各計画の現状に合わせて更新。 

  ※水産振興基本計画を追加。 

 

５ 

 

 

 

○計画の位置付け      

 

旧関係図 省略 
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改   定   後 改   定   前 

６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○中間的な見直し 

本計画施行後の状況を踏まえ、中間的な見直しを実施しま

した。 

食の安全安心に関する事件等 

本計画施行後（平成２２年度以降）、国内では、平成２２

年の口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザをはじめ、平成２３

年の福島第一原子力発電所事故に伴う放射性物質による食品

の汚染や牛肉の生食を原因とする腸管出血性大腸菌による集

団食中毒事件などが発生しています。 

また、県内でも、産地偽装事件や放射性物質に汚染された

牛肉が流通した事態が発生するなど食の安全安心を揺るがす

事件が後を絶ちません。 

主な見直し内容 

◆食の安全安心に関する事件の発生や国の動向等を踏まえ、

具体的な取組みを５項目追加して、６２項目から６７項目と

しました。 

（追加した具体的な取組み５項目） 

(19)養殖ヒラメに係る新種クドアの防疫体制の推進 

(23)県内産農水産物の放射性物質安全確認の検査 

(32)生食用食肉取扱施設に対する監視指導 

(36)流通食品の放射性物質検査等の実施 

(50)食品表示一元化に伴う体制の整備 

◆関連する他の計画等の改定状況や事業の進捗状況をふまえ

て、本計画の表現を見直したほか、推進指標の見直しを行い

ました。 
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改   定   後 改   定   前 

 

 

 

 

 

７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（推進指標の見直し１３指標） 

目標（H26年度）値の設定 ５指標 

目標（H26年度）値の修正 ５指標 

推進指標の設定 ３指標 

 

（目標（H26年度）の設定及び修正を行った推進指標） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：目標（旧）（26年度）の「－」は本計画策定時に目標値

の設定がなかったもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策

の 

方向 

指 標 名 

指標値 

(20年度) 

※策定時 

実績 

(23年度) 

中間目標 

(24年度) 

目標

（旧） 

(26年度) 

目標目標目標目標

（新）（新）（新）（新）    

(26(26(26(26年度年度年度年度))))    

1 
食の安全安心総合ホームペ

ージ閲覧件数 

32,650

件 

39,296

件 

35,000

件 

38,000

件 
40,00040,00040,00040,000件件件件    

3 
農薬適正使用講習会・研修

会の開催回数 
173 回 438 回 170 回 170 回 410410410410回回回回    

4 
エコファーマー取組面積 908ha 684ha 1,200ha － 1,200ha1,200ha1,200ha1,200ha    

有機農業取組面積 365ha 393ha 570ha － 570ha570ha570ha570ha    

5 ふれあい牧場等の開催回数 46 回 80 回 50回 50回 88880000回回回回    

9 
食品表示ウォッチャーからの報

告に基づく不適切な表示の割合 
35.8% 14.7% 20.8% － 0000％％％％    

10 

地産地消・愛あるサポータ

ー登録数 
1,850 2,302 2,000 － 2,4002,4002,4002,400    

学校給食における地場産物

の使用割合（食材数ベー

ス） 

27.1％ 

(19年度) 33.9% 
30％ 

以上 
－ 30%30%30%30%以上以上以上以上    

13 危害情報申出制度対応件数  56 件 20件 20件 65656565件件件件    

15 
消費者との意見交換会の実

施回数、参加者数 

9回 

328名 

12回 

394名 

9回 

350名 

9回 

350名 

12121212回回回回    

400400400400名名名名    
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改   定   後 改   定   前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 

 

 

９ 

 

 

11 

 

 

12 

 

 

 

 

（推進指標の設定 ３指標） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 目標（スローガン） 

  省略 

 

５ 基本施策 

  省略 

 

○計画の施策体系概要図 

省略 

 

６ 施策の方向、施策体系 

（１）施策の方向の考え方 

省略 

（２）施策の方向の設定 

省略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 

 

 

７ 

 

 

９ 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 目標（スローガン） 

  省略 

 

５ 基本施策 

  省略 

 

○計画の施策体系概要図 

省略 

 

６ 施策の方向、施策体系 

（１）施策の方向の考え方 

省略 

（２）施策の方向の設定 

省略 

施策

の 

方向 

指 標 名 
実績 

(23年度) 

予定件数 

(24年度) 

目標目標目標目標    

(26(26(26(26年度年度年度年度))))    

4 

県内産農産物の放射性物質

安全確認検査件数 
26件 20件 20202020件件件件    

県内産水産物の放射性物質

安全確認検査件数 
14件 10件 10101010件件件件    

6 
流通食品の放射性物質収去

検査件数 
42件 500件 500500500500件件件件    
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改   定   後 改   定   前 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の方向１：ホームページ等を利用した情報提供の充実 

具体的な取組み 

(１) 食の安全安心総合ホームページの運営 

食を取り巻く環境の変化に応じて消費者ニーズに合った情

報を迅速かつ正確に提供するため、食の安全安心総合ホーム

ページ「えひめ食の安全・安心情報ホームページ」を運営し

ます。 

(２)メールマガジンの発行 

県民へ食に関する情報を広く発信するため、食に関するト

ピックスなどをお知らせするメールマガジン「えひめ食の安

全安心メール」を発行します。 

(３)収去検査結果等の公表 

県で実施している収去検査等食品等の添加物、残留農薬、

微生物などの検査結果をえひめ食の安全・安心情報ホームペ

ージ等で公表します。 

(４)食中毒予防に関する情報発信 

県民に対し、講習会や県広報誌、えひめ食の安全・安心情

報ホームページ等により食品衛生知識の普及啓発に努めるほ

か、食中毒が多発する時期には食中毒注意報を発令し、県民

へ注意を喚起し、食中毒予防のポイント等について積極的に

啓発します。 

(５)食品関連事業者からの情報提供支援システム 

食品関連事業者から消費者等への積極的な情報提供をサポ

ートするため、えひめ食の安全・安心情報ホームページから

食品関連事業者の食の安全安心に関するホームページ（食の

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の方向１：ホームページ等を利用した情報提供の充実 

具体的な取組み 

(１)食の安全安心総合ホームページの開設 

食を取り巻く環境の変化に応じて消費者ニーズに合った情

報を迅速かつ正確に提供するため、食の安全安心総合ホーム

ページ（以下「総合ホームページ」という。）を開設しま

す。 

(２)メールマガジンの発行 

県民へ食に関する情報を広く発信するため、食に関するト

ピックスなどをお知らせするメールマガジン      を

発行します。 

(３)収去検査結果等の公表 

県で実施している収去検査等食品等の添加物、残留農薬、

微生物などの検査結果を総合ホームページ等で公表します。 

   

(４)食中毒予防に関する情報発信 

県民に対し、講習会や県広報誌、総合ホームページ等によ

り食品衛生知識の普及啓発に努めるほか、食中毒が多発する

時期には食中毒注意報を発令し、県民へ注意を喚起し、食中

毒予防のポイント等について積極的に啓発します。 

 

(５)食品関連事業者からの情報提供支援システム 

食品関連事業者から消費者等への積極的な情報提供をサポ

ートするため、総合ホームページから食品関連事業者の食の

安全安心に関するホームページ（食の安全安心に関する取り
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改   定   後 改   定   前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全安心に関する取り組み、自主回収情報のサイトなど）へ

リンクするなどのシステムづくりを行います。 

(６)消費者苦情等に関する一般消費者への情報提供 

 省略  

推進指標 

指標名 現状値 

(Ｈ23年度) 

中間目標

(Ｈ24年度) 

目標 

(Ｈ26年度) 

食の安全安心総合ホーム

ページ閲覧件数 
39,296件 35,000件 40,000件 

メールマガジン登録者数 371人 1,000人 2,000人 

食品関連情報の提供件数 139件 210件 210件 

人口１０万人あたりの食

中毒患者数 
22.2人 30人 20人 

 

施策の方向２：食の安全に係る相談窓口の充実 

具体的な取組み 

(７) (８)  省略 

推進指標 

指標名 現状値 

(Ｈ23年度) 

中間目標

(Ｈ24年度) 

目標 

(Ｈ26年度) 

相談窓口における相談受

付件数 

263件 250件 250件 

県政出前講座、出前相談

室実施件数 

7件 15件 20件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組み、自主回収情報のサイトなど）へリンクするなどのシス

テムづくりを行います。 

(６)  消費者苦情等に関する一般消費者への情報提供 

 省略  

推進指標 

指標名 指標値 

(Ｈ20年度) 

中間目標

(Ｈ24年度) 

目標 

(Ｈ26年度) 

食の安全安心総合ホーム

ページ閲覧件数 
32,650件 35,000件 38,000件 

メールマガジン登録者数 ０人 1,000人 2,000人 

食品関連情報の提供件数 213件 210件 210件 

人口１０万人あたりの食

中毒患者数 
41.2人 30人 20人 

 

施策の方向２：食の安全に係る相談窓口の充実 

具体的な取組み 

(７) (８)  省略 

推進指標 

指標名 指標値 

(Ｈ20年度 

中間目標

(Ｈ24年度) 

目標 

(Ｈ26年度) 

相談窓口における相談受

付件数 

257件 250件 250件 

県政出前講座、出前相談

室実施件数 

11件 15件 20件 
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改   定   後 改   定   前 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の方向３：食の安全確保を最優先した生産への意識の向

上 

具体的な取組み 

(９)～ (18)  省略 

(19)養殖ヒラメに係る新種クドアの防疫体制の推進 

食中毒の原因とされる新種クドアの県内ヒラメ養殖場への

侵入及び新種クドアが寄生した養殖ヒラメの流通を未然に防

止するため、「愛媛県クドア疾病対策ガイドライン」に基づ

き、新種クドアの検査対応や、確認された場合の出荷自粛等

を指導するほか、まん延防止や被害軽減に資する技術開発と

知見収集を実施し、関係者への情報提供に努めます。 

 

推進指標 

指標名 現状値 

(Ｈ23年度) 

中間目標

(Ｈ24年度) 

目標 

(Ｈ26年度) 

農薬適正使用講習会・研

修会の開催回数 
438回 170回 410回 

農薬立入検査実施件数 308件 300件 300件 

出荷前の農産物の残留農

薬分析件数 
297件 300件 300件 

生産者、飼料販売店、動

物医薬品販売店巡回件数 
664件 850件 850件 

牛耳標装着率 100% 100% 100% 

養殖衛生管理指導を行っ

た養殖経営体数の割合 
67.9% 70% 70% 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の方向３：食の安全確保を最優先した生産への意識の向

上 

具体的な取組み 

(９)～ (18)  省略 

 

 

 

 

 

 

 

 

推進指標 

指標名 指標値 

(Ｈ20年度) 

中間目標

(Ｈ24年度) 

目標 

(Ｈ26年度) 

農薬適正使用講習会・研

修会の開催回数 
173回 170回 170回 

農薬立入検査実施件数 339件 300件 300件 

出荷前の農産物の残留農

薬分析件数 
298件 300件 300件 

生産者、飼料販売店、動

物医薬品販売店巡回件数 
857件 850件 850件 

牛耳標装着率 100% 100% 100% 

養殖衛生管理指導を行っ

た養殖経営体数の割合 
70.3% 70% 70% 
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改   定   後 改   定   前 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貝毒検査の予定件数に占

める検査件数の割合 
100% 100% 100% 

 

施策の方向４：安全安心という消費者ニーズに応えた生産へ

の取組み 

具体的な取組み 

(20)環境保全型農業の推進 

  省略 

(21)有機農業の推進 

  省略 

(22)ＧＡＰ（農業生産工程管理）の推進 

  省略 

(23)県内産農水産物の放射性物質安全確認の検査 

消費者等に安心して県内産農水産物を購入していただける

よう、生産量の多い品目を中心に計画的な「安全確認検査」

を実施します。 

(24)消費者ニーズに対応した生産技術の開発 

  省略 

(25)畜産関係生産者の巡回による普及指導 

  省略 

(26)死亡牛のＢＳＥ検査 

  省略 

(27)高病原性鳥インフルエンザ対策 

  省略 
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貝毒検査の予定件数に占

める検査件数の割合 
100% 100% 100% 

 

施策の方向４：安全安心という消費者ニーズに応えた生産へ

の取組み 

具体的な取組み 

(19)環境保全型農業の推進 

  省略 

(20)有機農業の推進 

  省略 

(21)ＧＡＰ（農業生産工程管理）の推進 

省略 

 

 

 

 

(22)消費者ニーズに対応した生産技術の開発 

  省略 

(23)畜産関係生産者の巡回による普及指導 

  省略 

(24)死亡牛のＢＳＥ検査 

  省略 

(25)高病原性鳥インフルエンザ対策 

  省略 
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改   定   後 改   定   前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

推進指標 

指標名 現状値 

(Ｈ23年度) 

中間目標

(Ｈ24年度) 

目標 

(Ｈ26年度) 

エコファーマー取組面積 684ha 1,200ha 1,200ha 

有機農業取組面積 393ha 570ha 570ha 

県内産農産物の放射性物

質安全確認検査件数 
26件 － 20件 

県内産水産物の放射性物

質安全確認検査件数 
14件 － 10件 

安全安心な農畜産物生産

に関する開発技術の数 

3 

（延べ） 

4 

（延べ） 

6 

（延べ） 

畜産関係生産者巡回戸数 
666 

（全戸） 
全戸 全戸 

高病原性鳥インフルエン

ザ検査羽数 
1,260羽 

対象鶏 

全羽 

対象鶏 

全羽 

 

施策の方向５：消費と生産との距離を縮める取組み 

具体的な取組み 

(28)農林水産参観デーによる推進 

  省略 

(29)ふれあい牧場、工場見学等の開催 

  省略 

(30)消費者ニーズの把握、生産への反映 

  省略 
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推進指標 

指標名 指標値 

(Ｈ20年度) 

中間目標

(Ｈ24年度) 

目標 

(Ｈ26年度) 

エコファーマー取組面積 908ha 1,200ha － 

有機農業取組面積 365ha 570ha － 

安全安心な農畜産物生産

に関する開発技術の数 
１ 

4 

（延べ） 

6 

（延べ） 

畜産関係生産者巡回戸数 
737 

（全戸） 
全戸 全戸 

高病原性鳥インフルエン

ザ検査羽数 
980羽 

対象鶏 

全羽 

対象鶏 

全羽 

 

 

 

 

 

施策の方向５：消費と生産との距離を縮める取組み 

具体的な取組み 

(26)農林水産参観デーによる推進 

  省略 

(27)ふれあい牧場、工場見学等の開催 

  省略 

(28)消費者ニーズの把握、生産への反映 

  省略 
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改   定   後 改   定   前 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

推進指標 

指標名 現状値 

(Ｈ23年度) 

中間目標

(Ｈ24年度) 

目標 

(Ｈ26年度) 

農林水産参観デー開催回

数 
10回 8回 8回 

ふれあい牧場等の開催回

数 
80回 50回 80回 

 

施策の方向６：県内流通食品の監視指導の徹底 

具体的な取組み 

(31)計画的かつ効果的な食品関係施設への監視指導の実施 

  省略 

(32)生食用食肉取扱施設に対する監視指導 

 牛生レバーの生食用としての提供の禁止や生食用食肉（牛

肉）の規格基準の制定等に伴い、生食用食肉取扱施設につい

て、重点的に監視指導を行います。 

(33)大規模調理施設に対する監視指導 

  省略 

(34)と畜場等の監視指導等 

 と畜場及び食鳥処理場で処理される全ての牛、豚、鶏等の

検査を確実に実施するとともに、食中毒菌等による食肉の汚

染防止のための監視指導を行います。なお、ＢＳＥ対策につ

いては、関係法令等に基づき適正に実施します。特に、事業

者に対し、特定危険部位の除去や焼却の徹底を指導します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

推進指標 

指標名 指標値 

(Ｈ20年度) 

中間目標

(Ｈ24年度) 

目標 

(Ｈ26年度) 

農林水産参観デー開催回

数 
8回 8回 8回 

ふれあい牧場等の開催回

数 
46回 50回 50回 

 

施策の方向６：県内流通食品の監視指導の徹底 

具体的な取組み 

(29)計画的かつ効果的な食品関係施設への監視指導の実施 

  省略 

 

 

 

 

(30)大規模調理施設に対する監視指導 

  省略 

(31)と畜場等の監視指導等 

 と畜場及び食鳥処理場で処理される全ての牛、豚、鶏等の

検査を確実に実施するとともに、食中毒菌等による食肉の汚

染防止のための監視指導を行います。特に、ＢＳＥ対策につ

いては、ＢＳＥスクリーニング検査を厳正に実施するととも

に、特定危険部位の除去や焼却を徹底し、県内産牛肉の安全

を確保します。 
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改   定   後 改   定   前 
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(35)収去検査の計画的な実施等 

  省略 

(36)流通食品の放射性物質検査等の実施 

 流通食品を対象とした計画的な「収去検査」や食品関連事

業者等からの「委託検査」のほか、消費者からの「相談検

査」を実施することにより、食品衛生法に基づく放射性物質

の基準値を超過した食品の流通防止に努めます。 

(37)食品に関する調査研究の推進 

  省略 

(38)食品関係施設への監視指導等を行う人材の育成 

  省略 

推進指標 

指標名 現状値 

(Ｈ23年度) 

中間目標

(Ｈ24年度) 

目標 

(Ｈ26年度) 

愛媛県食品衛生監視指導

計画に基づく施設監視達

成率 

121.8% 

(26,149件) 
100% 100% 

食品等の収去検査による

規格基準違反率 
0.45% 0.50% 0.30% 

流通食品の放射性物質収

去検査件数 
42件 － 500件 

 

施策の方向７：自主的な衛生管理体制の構築に向けた意識の

高揚 

具体的な取組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

(32)収去検査の計画的な実施等 

  省略 

 

 

 

 

 

(33)食品に関する調査研究の推進 

  省略 

(34)食品関係施設への監視指導等を行う人材の育成 

  省略 

推進指標 

指標名 指標値 

(Ｈ20年度) 

中間目標

(Ｈ24年度) 

目標 

(Ｈ26年度) 

愛媛県食品衛生監視指導

計画に基づく施設監視達

成率 

22,977件 

(監視件数) 
100% 100% 

食品等の収去検査による

規格基準違反率 
0.66% 0.50% 0.30% 

 

 

 

施策の方向７：自主的な衛生管理体制の構築に向けた意識の

高揚 

具体的な取組み 
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改   定   後 改   定   前 
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(39)自主衛生管理の周知啓発 

  省略     

(40)自主衛生管理に関する助言等 

  省略 

(41)自主衛生管理推進事業の支援 

  省略 

(42)集団給食施設における自主衛生管理の促進 

  省略 

(43)自主衛生管理等推進事業者の表彰 

  省略 

推進指標 

指標名 現状値 

(Ｈ23年度) 

中間目標

(Ｈ24年度) 

目標 

(Ｈ26年度) 

食品衛生責任者実務講習

会受講率 

82.1%  80% 100% 

 

施策の方向８：自主的な衛生管理手法の導入推進 

具体的な取組み 

(44)食品自主衛生管理認証制度の普及促進 

ＨＡＣＣＰの概念を導入した愛媛県食品自主衛生管理認証

制度（愛媛県ＨＡＣＣＰ制度）を運用し、食品関連事業者へ

の普及促進を図ります。また、認証を取得した事業者につい

ては、えひめ食の安全・安心情報ホームページ等を通じて積

極的に公表します。 
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(35)自主衛生管理の周知啓発 

  省略     

(36)自主衛生管理に関する助言等 

  省略 

(37)自主衛生管理推進事業の支援 

  省略 

(38)集団給食施設における自主衛生管理の促進 

  省略 

(39)自主衛生管理等推進事業者の表彰 

  省略 

推進指標 

指標名 指標値 

(Ｈ20年度) 

中間目標

(Ｈ24年度) 

目標 

(Ｈ26年度) 

食品衛生責任者実務講習

会受講率 

66.4% 80% 100% 

 

施策の方向８：自主的な衛生管理手法の導入推進 

具体的な取組み 

(40)食品自主衛生管理認証制度の創設、普及促進 

ＨＡＣＣＰの概念を導入した食品自主衛生管理認証制度を

創設し、食品関連事業者への普及促進を図ります。また、認

証を取得した事業者については、総合ホームページ等を通じ

て積極的に公表します。 
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改   定   後 改   定   前 
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推進指標 

指標名 現状値 

(Ｈ23年度) 

中間目標

(Ｈ24年度) 

目標 

(Ｈ26年度) 

食品自主衛生管理認証制

度における認証施設数 
9施設 10施設 20施設 

 

施策の方向９：食品表示の適正化の推進 

具体的な取組み 

(45)食品表示の監視指導 

  省略 

(46)食品表示に関する啓発 

  省略 

(47)食品表示に関する連携 

  省略 

(48)安心感に配慮した表示の推進 

  省略 

(49)食品表示に関する相談への対応 

  省略 

(50)食品表示一元化に伴う体制の整備 

 食品表示制度について、食品衛生法、ＪＡＳ法、健康増進

法の表示部分を一元化した新たな法律の整備が検討されてい

ることから、今後、国の動向等を注視しながら、県民や食品

関係事業者にわかりやすい食品表示の運用を図るとともに、

一元的かつ効率的な監視指導等を行うための体制づくりを検

討します。 
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推進指標 

指標名 指標値 

(Ｈ20年度) 

中間目標

(Ｈ24年度) 

目標 

(Ｈ26年度) 

食品自主衛生管理認証制

度における認証施設数 

0施設 10施設  20施設 

 

施策の方向９：食品表示の適正化の推進 

具体的な取組み 

(41)食品表示の監視指導 

  省略 

(42)食品表示に関する啓発 

  省略 

(43)食品表示に関する連携 

  省略 

(44)安心感に配慮した表示の推進 

  省略 

(45)食品表示に関する相談への対応 

  省略 
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改   定   後 改   定   前 
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推進指標 

指標名 現状値 

(Ｈ23年度) 

中間目標

(Ｈ24年度) 

目標 

(Ｈ26年度) 

食品表示監視実施数 27,916件 30,000件 32,000件 

食品表示ウォッチャーか

らの報告に基づく不適切

な表示の割合 

14.7% 20.8% 0％ 

 

施策の方向１０：食の安全安心に関する教育、食育、地産地

消の推進 

具体的な取組み 

(51)食育の推進 

 「第２次愛媛県食育推進計画」に基づき、生涯食育社会を

目指し、食育を県民運動として、「みんなで！楽しく！バラ

ンスよく！愛ある食卓 元気なえひめ」をスローガンに、実

践・推進します。 

 

(52)地産地消の推進 

  省略 

(53)食文化の普及推進 

  省略 

(54)小学校等での出張食育教室の実施 

  省略 

(55)栄養教諭による食に関する指導の推進 

  省略 
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推進指標 

指標名 指標値 

(Ｈ20年度) 

中間目標

(Ｈ24年度) 

目標 

(Ｈ26年度) 

食品表示監視実施数 28,024件 30,000件 32,000件 

食品表示ウォッチャーか

らの報告に基づく不適切

な表示の割合 

35.8% 20.8% ― 

 

施策の方向１０：食の安全安心に関する教育、食育、地産地

消の推進 

具体的な取組み 

(46)食育の推進 

 元気な人づくりのために、全ての県民が、生涯を通じて心

身ともに健康でいきいきと暮らしていくことを基本理念とす

る「愛媛県食育推進計画」に基づき、「みんなで！楽しく！

バランスよく！愛ある食卓 元気なえひめ」をスローガン

に、食育を県民運動として総合的・計画的に実施します。 

(47)地産地消の推進 

省略 

(48)食文化の普及推進 

  省略 

(49)小学校等での出張食育教室の実施 

  省略 

(50)栄養教諭による食に関する指導の推進 

  省略 
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改   定   後 改   定   前 
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推進指標 

指標名 現状値 

(Ｈ23年度) 

中間目標

(Ｈ24年度) 

目標 

(Ｈ26年度) 

地産地消・愛あるサポー

ター登録数 

2,302 2,000 2,400 

えひめ食文化普及講座開

催回数 

57回 50回 50回 

食育教室開催回数 57回 50回 50回 

学校給食における地場産

物の使用割合（食材数ベ

ース） 

33.9%  30%以上 30%以上 

 

施策の方向１１：自主回収報告制度の普及 

具体的な取組み 

(56)自主回収報告制度の普及促進 

  省略 

(57)自主回収報告内容の迅速な情報提供 

 食品関連事業者から報告された回収情報については、えひ

め食の安全・安心情報ホームページ等により県民へ速やかに

提供するとともに、回収対象食品等が流通している他の自治

体へも速やかに情報提供を行います。 

推進指標 

指標名 現状値 

(Ｈ23年度) 

中間目標

(Ｈ24年度) 

目標 

(Ｈ26年度) 

自主回収情報の提供件数 9件 6件 10件 
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推進指標 

指標名 指標値 

(Ｈ20年度) 

中間目標

(Ｈ24年度) 

目標 

(Ｈ26年度) 

地産地消・愛あるサポー

ター登録数 

1,850 2,000 ― 

えひめ食文化普及講座開

催回数 

57回 50回 50回 

食育教室開催回数 46回 50回 50回 

学校給食における地場産

物の使用割合（食材数ベ

ース） 

27.1% 

（Ｈ19） 

30%以上 ― 

 

施策の方向１１：自主回収報告制度の普及 

具体的な取組み 

(51)自主回収報告制度の普及促進 

  省略 

(52)自主回収報告内容の迅速な情報提供 

食品関連事業者から報告された回収情報については、総合

ホームページ等により県民へ速やかに提供するとともに、回

収対象食品等が流通している他の自治体へも速やかに情報提

供を行います。 

推進指標 

指標名 指標値 

(Ｈ20年度) 

中間目標

(Ｈ24年度) 

目標 

(Ｈ26年度) 

自主回収情報の提供件数 3件 6件 10件 
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改   定   後 改   定   前 

22 

 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

施策の方向１２：自主回収への協力の推進 

具体的な取組み 

(58)自主回収着手事業者への指導等 

  省略 

(59)自主回収協力事業者への助言等 

  省略 

 

施策の方向１３：危害情報の申出制度の普及 

具体的な取組み 

(60)危害情報申出制度の周知 

危害情報申出制度を県民へ広く周知するため、えひめ食の

安全・安心情報ホームページ等で制度の内容や申出先（窓

口）をお知らせするとともに、県民を対象とした講習会等に

おいても周知を行います。 

(61)危害情報への迅速な対応 

  省略 

推進指標 

指標名 現状値 

(Ｈ23年度) 

中間目標

(Ｈ24年度) 

目標 

(Ｈ26年度) 

危害情報申出制度対応件

数 

56件 20件 65件 

施策の方向１４：民間組織等との協働 

具体的な取組み 

(62)食品関係団体との連携 

  省略 

19 

 

 

 

 

 

 

20 
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施策の方向１２：自主回収への協力の推進 

具体的な取組み 

(53)自主回収着手事業者への指導等 

  省略 

(54)自主回収協力事業者への助言等 

  省略 

 

施策の方向１３：危害情報の申出制度の普及 

具体的な取組み 

(55)危害情報申出制度の周知 

危害情報申出制度を県民へ広く周知するため、総合ホーム

ページ等で制度の内容や申出先（窓口）をお知らせするとと

もに、県民を対象とした講習会等においても周知を行いま

す。 

(56)危害情報への迅速な対応 

  省略 

推進指標 

指標名 指標値 

(Ｈ20年度) 

中間目標

(Ｈ24年度) 

目標 

(Ｈ26年度) 

危害情報申出制度対応件

数 

0件 20件 20件 

施策の方向１４：民間組織等との協働 

具体的な取組み 

(57)食品関係団体との連携 

  省略 
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23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

推進指標 

指標名 現状値 

(Ｈ23年度) 

中間目標

(Ｈ24年度) 

目標 

(Ｈ26年度) 

食品衛生推進員巡回施設

数 

7,952 9,500 10,000 

施策の方向１５：消費者・食品関連事業者との情報・意見交

換の実施 

具体的な取組み 

(63)リスクコミュニケーションの推進 

  省略 

(64)消費者との意見交換会の実施等 

  省略 

(65)リスクコミュニケーターの育成等 

  省略 

推進指標 

指標名 現状値 

(Ｈ23年度) 

中間目標

(Ｈ24年度) 

目標 

(Ｈ26年度) 

食の安全・安心県民講座

の開催回数、参加者数 

5回 

537名 

4回 

400名 

5回 

500名 

消費者との意見交換会の

実施回数、参加者数 

12回 

394名 

9回 

350名 

12回 

400名 

施策の方向１６：県民の意見の反映 

具体的な取組み 

(66)パブリックコメントの実施 

  省略 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

推進指標 

指標名 指標値 

(Ｈ20年度) 

中間目標

(Ｈ24年度) 

目標 

(Ｈ26年度) 

食品衛生推進員巡回施設

数 

9,000 9,500 10,000 

施策の方向１５：消費者・食品関連事業者との情報・意見交

換の実施 

具体的な取組み 

(58)リスクコミュニケーションの推進 

  省略 

(59)消費者との意見交換会の実施等 

  省略 

(60)リスクコミュニケーターの育成等 

  省略 

推進指標 

指標名 指標値 

(Ｈ20年度) 

中間目標

(Ｈ24年度) 

目標 

(Ｈ26年度) 

食の安全・安心県民講座

の開催回数、参加者数 

3回 

278名 

4回 

400名 

5回 

500名 

消費者との意見交換会の

実施回数、参加者数 

9回 

328名 

9回 

350名 

9回 

350名 

施策の方向１６：県民の意見の反映 

具体的な取組み 

(61)パブリックコメントの実施 

  省略 
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25 

 

 

 

 

 

27 

 

 

(67)アンケート等による県民の意識の把握 

  省略 

推進指標 

指標名 現状値 

(Ｈ23年度) 

中間目標

(Ｈ24年度) 

目標 

(Ｈ26年度) 

食の安全安心に関するア

ンケート協力者数 

411名 400名 500名 

 

削除 

 

 

 

 

 

 

 

○施策体系図（一部改定後） 

 

新体系図 省略 

※ 具体的な取組み５項目追加 

 

資料編 

資料１ 用語解説 

【Ａ～Ｚ】  

ＢＳＥ（Bovine Spongiform Encephalopathy） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

25 

 

 

(62)アンケート等による県民の意識の把握 

  省略 

推進指標 

指標名 指標値 

(Ｈ20年度) 

中間目標

(Ｈ24年度) 

目標 

(Ｈ26年度) 

食の安全安心に関するア

ンケート協力者数 

278名 400名 500名 

 

＊推進指標の表において、目標（H26年度）欄が「―」となっ

ている指標は、他の計画や基本方針で平成22年度までの指標

が設定されているもの。 

このため、平成22年度の数値を推進計画の中間目標値と設定

し、最終目標（H26年度）の数値は、他の計画による指標の設

定状況を勘案した上で、推進計画の中間見直し時等に設定す

る。 

 

○施策体系図       

 

旧体系図 省略 

 

 

資料編 

資料１ 用語解説 

【Ａ～Ｚ】  

ＢＳＥ（Bovine Spongiform Encephalopathy） 
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 「牛海綿状脳症」と訳され、ＴＳＥ（伝達性海綿状脳症：

Transmissible Spongiform Encephalopathy）という、未だ十

分に解明されていない伝達因子（病気を伝えるもの）と関係

する病気のひとつで、牛の脳の組織にスポンジ状の変化を起

こし、起立不能等の症状を示す遅発性かつ悪性の中枢神経系

の疾病。 

                             

   

 

以下、省略 

 

【あ行】 

遺伝子組換え食品 

  省略 

牛耳標   

  省略 

 

削除 

  第２次愛媛県食育推進計画 へ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「牛海綿状脳症」と訳され、ＴＳＥ（伝達性海綿状脳症：

Transmissible Spongiform Encephalopathy）という、未だ十

分に解明されていない伝達因子（病気を伝えるもの）と関係

する病気のひとつで、牛の脳の組織にスポンジ状の変化を起

こし、起立不能等の症状を示す遅発性かつ悪性の中枢神経系

の疾病。 

 なお、県では、平成13年よりＢＳＥ全頭検査を実施してい

る。 

 

以下、省略 

 

【あ行】 

遺伝子組換え食品 

  省略 

牛耳標   

  省略 

 

愛媛県食育推進計画 

県では、平成19年３月に、食育基本法に掲げられた健全な

食生活の実現、「食」に関する消費者と生産者との信頼関係

の構築などの課題を踏まえ、食育を推進するための独自の基

本理念と重点目標を掲げ、県民との協働により役割を分担し

ながら食育を具体的に進める「食育推進計画」を策定してい

る。 
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愛媛県食品衛生監視指導計画 

  省略 

えひめ農業振興プラン２０１１ 

 県では、平成23年３月に、本県農業政策の基本指針として

「えひめ農業振興プラン２０１１」を策定し、平成27年度の

目標年次に向けて、その実現を図るため、諸施策を展開して

いる。 

愛媛県環境保全型農業推進基本方針 

 県では、上記のえひめ農業振興プラン２０１１を策定し、

地域環境と調和した農業の展開を図ることとしており、本指

針は、農業に起因する環境への負荷を軽減し、二酸化炭素の

削減など地球環境の改善にも寄与する「環境保全型農業」の

推進方策を定めたもの。 

愛媛県食品表示監視協議会 

 平成20年４月、県、松山市、独立行政法人農林水産消費安

全技術センター神戸センター岡山事務所及び中国四国農政局

松山地域センターとの間で、不適正な食品表示に関する情報

共有や意見交換を行うことにより、関係する機関との連携強

化を図るとともに、不適正な食品表示を行っている事業者に

対して迅速かつ適正に対応することを目的として設置され

た。 

 

愛媛県農薬適正使用推進協議会 

  省略  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

愛媛県食品衛生監視指導計画 

  省略 

愛媛県新農業ビジョン 

 県では、平成12年６月に、本県農政の基本となる「新農業

ビジョン」を策定し、平成22年の目標年次に向けて、その実

現を図るため、諸施策を展開している。 

 

愛媛県環境保全型農業推進基本方針 

 県では、上記の新農業ビジョンを策定し、地域環境と調和

した農業の展開を図ることとしており、本指針は、農業に起

因する環境への負荷を軽減し、二酸化炭素の削減など地球環

境の改善にも寄与する「環境保全型農業」の推進方策を定め

たもの。 

愛媛県食品表示監視協議会 

 平成20年４月、県、松山市、独立行政法人農林水産消費安

全技術センター神戸センター岡山事務所及び中国四国農政局

愛媛農政事務所との間で、不適正な食品表示に関する情報共

有や意見交換を行うことにより、関係する機関との連携強化

を図るとともに、不適正な食品表示を行っている事業者に対

して迅速かつ適正に対応することを目的として設置された。 

 

 

愛媛県農薬適正使用推進協議会 

  省略  
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愛媛県有機農業推進計画 

  省略 

 

【か行】  

  省略 

 

【さ行】  

残留農薬 ～ 食品衛生責任者 

  省略 

食品衛生監視機動班 

 食品衛生法に基づく食品等の収去、検査並びに食品関係施

設の監視、指導等を行い、もって食品衛生上の危害の発生を

防止し、県民の食品衛生の向上を図ることを目的として、愛

媛県食品衛生監視機動班を昭和51年に設置した。 

 西条、今治、中予、八幡浜、宇和島の各保健所に機動班が

設置されている。 

食品表示ウォッチャー 

  省略 

新種クドア 

 正式名称は Kudoa septempunctata（クドア・セプテンプンクタ

ータ）。魚類に寄生する寄生虫の一種として、近年新たに発

見された。ヒラメへの寄生が確認されており、寄生したヒラ

メを生食することで一定量のクドアが摂取されると、一過性

の食中毒を引き起こすことが知られている。クドアを肉眼で

確認することはできないが、熱等には弱く、一定条件下での

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

愛媛県有機農業推進計画 

  省略 

 

【か行】  

  省略 

 

【さ行】 

残留農薬 ～ 食品衛生責任者 

  省略 

食品衛生監視機動班 

 食品衛生法に基づく食品等の収去、検査並びに食品関係施

設の監視、指導等を行い、もって食品衛生上の危害の発生を

防止し、県民の食品衛生の向上を図ることを目的として、愛

媛県食品衛生監視機動班を昭和51年に設置した。 

 西条、今治、松山、八幡浜、宇和島の各保健所に機動班が

設置されている。 

食品表示ウォッチャー 

  省略 
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加熱や冷凍により食中毒を防止することができる。 

 

【た行】 

第２次愛媛県食育推進計画 

食育基本法が平成１７年６月に施行され、県では、平成１

９年３月の第１次の食育推進計画に引き続き、平成２４年３

月に、生涯食育社会を目指し、県民との協働による課題解決

や目標達成のための施策を総合的かつ計画的に推進するた

め、周知から実践に向けた、第２次食育推進計画を策定して

いる。 

第４次愛媛県水産振興基本計画（水産えひめ振興プラン） 

 県では、平成23年３月に、水産業を巡る情勢の変化を踏ま

えて、平成27年度を目標年次とした「第４次愛媛県水産振興

基本計画（水産えひめ振興プラン）」を策定し、愛媛県水産

業の再生を目指して諸施策を展開している。 

 

大量調理施設衛生管理マニュアル 

       ～ 地産地消・愛あるサポーター制度 

  省略 

特定危険部位 

牛の「扁桃」及び「回腸遠位部」並びに「月齢が30ヶ月を

超える牛の頭部（舌、頬肉を除く）、せき髄及び背根神経節

を含むせき柱」のことを言い、食肉処理時における除去・焼

却が法令上義務化されている。 

（ＢＳＥ対策開始後10年を経て、最新の科学的知見に基づい

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【た行】 

（ 愛媛県食育推進計画 から移動及び変更 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大量調理施設衛生管理マニュアル  

～ 地産地消・愛あるサポーター制度 

  省略 

特定危険部位 

牛の舌及び頬肉を除いた頭部、脊髄並びに回腸遠位部のこ

とを言い、食肉処理時における除去・焼却が法令上義務化さ

れている。 
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た対策の見直しが行われ、取扱いが変更された。平成25年４

月１日適用。） 

 

【な行】 

生食用食肉（牛肉） 

 生食用として販売される牛の食肉（内臓を除く。）のこと

を言う。平成23年に発生した焼肉チェーン店での腸管出血性

大腸菌による食中毒事件を受けて食品衛生法が改正され、肉

表面の加熱殺菌が義務付けられる等、新たに生食用食肉（牛

肉）の取扱いに関する加工・調理基準等が定められた。 

（なお、県では、要領により生食用食肉の取扱い施設の事前

届出制度を導入している。） 

農薬管理指導士 

  省略 

 

【は行】 

放射性物質の基準値  

食品中に含まれる放射性セシウム（放射性物質の一種）の基

準値。福島第一原子力発電所事故に伴い、食の安全安心を確

保するため、新たな基準値として食品衛生法で定められた。

基準値は、４つの食品区分ごとに設定されており、一般食品

100ベクレル/㎏、乳児用食品50ベクレル/㎏、牛乳50ベクレル

/㎏、飲料水10ベクレル/㎏となっている。 

（放射性物質は、放射線を出す能力をもった物質をいう。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【な行】 

 

 

 

 

 

 

 

 

農薬管理指導士 

  省略 
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35 

 

 

36 

 

 

37 

 

 

45 

【や行】 

  省略 

 

【ら行】 

  省略 

 

資料２ 食の安全安心に関する主な事件等 

  表 省略 

 

資料３ 推進指標の状況 

  表 省略 

 

資料４ 愛媛県食の安全安心推進条例 

  省略 

 

資料５ えひめ食の安全･安心推進本部設置要綱 

省略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 

 

 

40 

【や行】 

  省略 

 

【ら行】 

  省略 

 

 

 

 

 

 

 

資料２ 愛媛県食の安全安心推進条例 

  省略 

 

資料３ えひめ食の安全･安心推進本部設置要綱 

省略 

 

 


	suishinkeikakukaiteishinnkyu

